
不祥事根絶に向けた取り組み 

                              ひたちなか市立勝倉小学校 

 

学校教育は、児童、保護者、地域の皆様からの信頼の上に成り立つものです。教職員による不祥事

は、学校教育の信頼を著しく低下させるものであり、なんとしても根絶しなくてはなりません。そこ

で、本校では、全職員が「勝倉小から不祥事は絶対に起こさない」という確固たる思いをもち、不祥事

根絶に向け、以下のように取り組んでいます。 

 

記 

 

１ 不祥事根絶に向けた校内研修を定期的に実施しています。 

不祥事根絶は、わいせつ防止、セクハラ防止、体罰防止、公金の不適切な処理の防止、飲酒運転の

防止、個人情報漏の防止、交通事故の防止、盗撮の防止等、多岐にわたります。本校では、これらの

事案について、研修計画に基づき、定期的に研修を実施しています。研修では、自分自身や自校の問

題に置き換えて自分事として捉え、グループで話し合ったり具体的な防止策を考えたりしています。 

 

２ 通知文やチェックリストを活用しています。 

不祥事関連の通知文や記事を利用し、様々な事例を職員全体で共有しています。また、チェックリ

ストを用いて、職員が、自分自身の行動や意識に問題がないかを定期的に点検しています。 

 

３ 管理職と職員との個人面談を実施しています。 

個人的な悩みが不祥事の遠因にならないよう、管理職が教職員一人一人との面談を通して相談に

応じたり、個人に応じた指導を行ったりしています。 

 

４ 校内の整理・整頓に努め、学校に死角をつくらないようにしています。 

空き教室や、トイレ、更衣室、資料室等の整理・整頓を行い、学校に死角をつくらないよう環境整

備に取り組み、定期的に安全点検を行っています。 

 

５ 個人情報の取扱いに十分注意します。 

  個人情報については、細心の注意をはらい、確認を徹底しています。また、個人のスマホで写真

を撮ることを学校として禁止し、データが学校外に漏れることがないようにしています。 

 

６ 風通しのよい職場環境づくりに努めています。 

一人で悩みを抱えこまず、些細なことでも気軽に相談できる職場の雰囲気を大切にし、情報を共

有したり、立場や年齢に関係なく指摘し合ったりすることができる職員同士の関係を構築します。  

 

勝倉小学校は、学校の信頼を高めるため、全職員が一丸となって不祥事の根絶に取り組みます。自分

の学校から不祥事が起こさないよう、職員一人一人が、更に自覚をもち努力をして参ります。 
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